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『活動の場』をお探しの団体はいらっしゃいませんか！！

『福祉プラザ 』は，市民の幅広い交流を促進し，子どもから高齢者まで世代を超

えた総合的な福祉の拠点施設です。

福祉プラザの各施設は，「利用登録して頂いた団体」が無料でご利用できます。

登録できる団体は，公共的かつ公益的な社会福祉活動を行う市民団体及びボラン

ティア団体などです。今後の『活動の場』として，福祉プラザ各施設をご利用して

みませんか? 詳しくは下記をご参照ください。

福祉プラザでは

「４つの活動」

の場を提供します
（各施設）

・ボランティア室

・談話室

・ふれあいルーム

・和室

【話し合い】の場
（会議等）

【ふれあい】の場
（交流会等）

【学 び】の場
（学習会等）

【ものづくり】の場
（作業等）

【施設名】ボランティア室

【定 員】２４名

【施設名】談話室

【定員】 6名

【施設名】和室(18畳２間)
【施設名】ふれあいルーム

【定員】 18名

登録をご希望される団体は，下記によりお手続きをお願いします

１ 提出書類 福祉プラザ利用登録団体申請書

(当会ホームページ[鹿屋市社協で検索]によりダウンロードできます)

２ 提 出 先 リナシティかのや（２階）福祉プラザ

３ 登録条件 福祉に関係する市民団体及びボランティア団体で，

申請書により申告された活動内容や目的から福祉の発展を目指す

ものであるかを管理者が判断し登録の可否を決定します。

４ 問合せ先 鹿屋市市民交流センター福祉プラザ

(指定管理者：鹿屋市社会福祉協議会)

TEL : 0994-44-2951
担当：総務課 上園，中山

◆ 利用可能時間

午前９時から午後１０時まで

◆ 休館日

年末年始(12/29～1/3)

☆ 団体登録のメリット☆

１ 利用のご予約が電話で「可」

２ 施設の利用料は「無料」

３ 施設内で飲食が「可」

（アルコール類は除きます。）
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裏面もご覧ください
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福祉プラザは鹿屋市の指定避難所です。
～豪雨災害や台風等の災害に備えて～

※入浴サービスご利用の方は，入浴の前に，受付簿の記入

（緊急時の為）と看護師の健康チェック（血圧測定）を受けて

からご利用くださいますようよろしくお願いします。

この度、令和元年7月に九州南部地方を中心に

発生した豪雨災害により被災された方々に

心よりお見舞い申し上げます。
福祉プラザは鹿屋市の指定避難所に指定されてい

ることから，先の災害の際も災害に対し市の要請を

受け福祉プラザを避難所として開放し，約80名の方

がご利用されました。

今後も台風が発生しやすく，自然災害が起こりや

すい時期が続きます。日頃からもしもに備えて準備

していただくとともに，「避難指示」発令の際は当

施設をご利用ください。

【避難所として利用される際の注意点】
・避難指示が発令され，福祉プラザを避難所として開設した場合，鹿屋市の職員が

常駐し，市民の皆様の対応にあたることになっています。原則として飲食物や毛布

等の提供は行っておりません。その他詳細につきましては，鹿屋市にお問い合わせ

くださるようお願いいたします。


